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千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

玉
掛
け
技
能
講
習

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

神奈川

東 京

事務所講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

日
時・会
場

○
八
月
二
十
二
日（
土
）

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
八
月
三
十
日（
日
）

多
摩
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
九
月
五
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
九
月
六
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
月
三
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
月
四
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
八
月
二
十
三
日（
日
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン

タ
ー

実
技
＝
八
月
三
十
日（
日
）午
前

八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時
三

十
分
、
会
場
は
学
科
講
習
会

場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料
　
一
四
、〇
〇
〇
円

　
テ
キ
ス
ト
代
　
六
〇
〇
円

2015

※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
七
月
二
十
一
日（
火
）午

前
九
時
〜
午
後
五
時
、
二
十

二
日（
水
）午
前
九
時
〜
午
後

〇
時
、
江
東
区
大
島
三―

一

―

十
一
、産
学
協
同
セ
ン
タ
ー

実
技
＝
七
月
二
十
二
日（
水
）午

後
一
時
〜
午
後
五
時
、
二
十

三
日（
木
）午
前
九
時
〜
午
後

五
時
、
会
場
は
学
科
講
習
会

場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料

　
　
　
会
員
　
二
〇
、七
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
二
四
、七
〇
〇
円

　
　
学
科
の
み

会
員
　
一
〇
、五
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
一
一
、五
〇
〇
円

一
、
日
時・会
場

十
二
月
八
日（
火
）午
前
九
時

〜
午
後
五
時
、
江
東
区
大
島

三―

一―

十
一
、
産
学
協
同

セ
ン
タ
ー

二
、
受
講
料

　
会
員
　一
三
、六
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　一
四
、六
〇
〇
円
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神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212
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 9 　 10
 　 12 　

 10 　 11
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 15 　 16
 　 17 　

 8 　 9
 　 12 　
 16 　 17
 　 19 　
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 16　  　17

 13　  　14

 5　 12 　19
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 　 9 　
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 18　 25 　26

歴史好きには幕末期に吉田松陰が主宰し、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文など多くの逸材を輩出した「松下村塾」。匠の技
に心をひかれる方には清流錦川に架かる五連の名橋「錦帯橋」。木と木の組合せに支えられ、巻金とかすがいが使われている。
大自然系なら「秋吉台」、「秋芳洞」。県内各地にたくさんの見どころがあり、観光スポットの宝庫です。

山口県の観光スポット 落合民生氏撮影

松下村塾松下村塾

錦帯橋錦帯橋

高杉晋作像高杉晋作像

（カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

１
日
▼
全
国
安
全
週
間（
〜
７
日
）

国
民
安
全
の
日

富
士
山
開
き

博
多
祇
園
山
笠（
〜
15
日
）

第
22
回

東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア

（
〜
４
日
東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ
ト
）

４
日
▽
米
国
独
立
記
念
日

５
日
▽
栄
西
禅
師
忌

６
日
▽
東
京
入
谷
朝
顔
市（
〜
８
日
）

７
日
▽
小
暑

七
夕

成
田
不
動
尊
祇
園
会

９
日
▽
東
京
浅
草
観
音
ほ
お
ず
き
市

鴎
外
忌

10
日
▽
佐
原
祇
園
祭（
12
日
ま
で
）

13
日
▽
ぼ
ん
迎
え
火

東
京
靖
国
神
社
み
た
ま
祭

15
日
▽
ぼ
ん

16
日
▽
ぼ
ん
送
り
火

国
土
交
通
デ
ー

17
日
▽
京
都
八
坂
神
社
祇
園
祭

小
倉
祇
園
太
鼓（
19
日
ま
で
）

18
日
▽
勤
労
青
少
年
の
日

20
日
▽
海
の
日

23
日
▽
大
暑

25
日
▽
大
阪
天
満
天
神
祭

相
馬
野
馬
追
大
祭

（
27
日
ま
で
）

31
日
▽
芦
ノ
湖
湖
水
祭

大
阪
住
吉
祭

（消費税込み・テキスト代・問題集を含む）

（消費税込み・テキスト代含む）

東京事務所　教育課



給付金名称

未支給失業等給付

就業手当

再就職手当

当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起
算して2年間を経過する日

受給資格者等が死亡した日の翌日から６カ月
以内

常用就職支度手当 安定した職に就いた日の翌日から起算して
2年を経過する日

安定した職に就いた日の翌日から起算して
１カ月以内

就業した日の翌日から起算して2年を経過す
る日

職安が定める就業した日の失業認定を行う日

移転の日の翌日から起算して2年を経過する
日

移転の日の翌日から起算して１カ月以内

１年を超えて引き続き雇用されることが確実
と認められる職業に就いた日の翌日から起算
して１カ月以内

1年を超えて引き続き雇用されることが確実
と認められる職業に就いた日の翌日から起算
して２年を経過する日

就業促進定着手当
再就職手当の支給にかかる就職日から起算し
て６カ月を超えて雇用された日の翌日から起
算して２カ月以内

再就職手当が支給される就職日の翌日から起
算して6カ月を超えて雇用された日の翌日か
ら起算して2年を経過する日

訓練を修了の上、資格取得等をし、一般被
保険者として雇用された日の翌日から起算し
て2年を経過する日

雇用保険施行規則上の申請期限 時効の起算および終点

移転費

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起
算して2年を経過する日

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起
算して10日以内広域求職活動費

受講終了日の翌日から起算して2年受講終了日の翌日から起算して１カ月以内

職安が通知する支給単位期間の末日の翌日
から起算して2年を経過する日

追加給付は、訓練を修了の上、資格取得等
をし、一般被保険者として雇用された日の翌
日から起算して１カ月以内

職安が通知する支給単位期間の末日の翌日
から起算して1カ月以内

支給単位期間の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

職安が定める教育訓練支援給付金について、
失業の認定を受けるべき日

一般教育訓練にかかる給付金

教育訓練支援給付金

支給対象月の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

支給対象月の初日から起算して４カ月以内高年齢雇用継続基本給付金

支給対象月の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

支給対象月の初日から起算して４カ月以内高年齢再就職給付金

支給単位期間の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

職安の通知する支給単位期間の初日から起算
して４カ月を経過する日の属する月の末日育児休業給付金

休業を終了した日の翌日から起算して、
2年を経過する日

休業を終了した日の翌日から起算して2カ月
を経過する日の属する月の末日介護休業給付金

専門実践教育訓練にかかる
教育訓練給付金
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雇用保険の給付金の申請期限の取り扱いが変更となります。
これまでは給付金毎に申請期限が定められており、この期限内でなければ給付金の申請ができない決まりになっておりまし
た。これが、本来の給付時効である２年以内であれば受給申請を受け付けるように取り扱いが変更となります。このため、こ
の取り扱いが始まる以前に申請期限が過ぎていたことを理由に受給が出来なかった給付金についても、受給が可能になる場合
があります。なお、年金等の他の制度とのあいだで給付調整が行われる給付金については、支給が決定したことにより、遡及
して既に給付された他の給付金について還付等の措置が求められることがあります。

各種給付金の申請期限と事項については次の通りとなります。

＜雇用保険の各種給付金の支給期限についての変更＞＜雇用保険の各種給付金の支給期限についての変更＞

状
況
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、

平
成
27
年
度
の
全
国
安
全
週

間
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て
は
、

安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る

職
場
づ
く
り
を
目
指
す
に
当
た

り
、職
場
を
あ
げ
て
危
険
個
所

を
発
見
し
、速
や
か
に
労
働
災

害
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を

通
じ
て
事
業
場
の
安
全
意
識
を

醸
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
い
う
観
点
か
ら
、以
下
の
通

り
と
す
る
。

　「
危
険
見
つ
け
て

　
　
　
　み
ん
な
で
改
善

意
識
高
め
て
安
全
職
場
」

こ
の
全
国
安
全
週
間
を
契

機
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
職
場

で
、労
働
災
害
防
止
の
重
要
性

を
認
識
し
、安
全
活
動
の
着
実

な
実
行
を
図
る
。

ご
安
全
に
！

労
働
災
害
を
防
止
す
る
た

め
、事
業
場
で
は
、労
使
が
協

調
し
て
、労
働
災
害
防
止
対
策

が
展
開
さ
れ
て
き
た
。こ
の
努

力
に
よ
り
、労
働
災
害
は
長
期

的
に
は
減
少
し
て
い
る
が
、平

成
26
年
上
半
期
は
労
働
災
害

が
大
幅
に
増
加
し
、８
月
に
緊

急
対
策
を
講
じ
た
も
の
の
、平

成
26
年
の
労
働
災
害
は
前
年

を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。こ

の
増
加
の
背
景
に
は
、消
費
税

増
税
前
の
駆
け
込
み
需
要
や

大
雪
の
影
響
の
ほ
か
、産
業
活

動
が
活
発
化
す
る
中
で
人
手

不
足
が
顕
在
化
し
、職
場
に
潜

む
危
険
要
因
を
察
知
で
き
る
だ

け
の
経
験
が
無
い
未
熟
練
労
働

者
が
増
え
て
い
る
こ
と
や
、企

業
の
安
全
管
理
体
制
の
ほ
こ
ろ

び
が
想
定
さ
れ
る
。ま
た
、重

篤
な
災
害
が
少
な
い
第
三
次
産

業
に
お
い
て
は
、安
全
に
対
す

る
意
識
が
十
分
と
は
言
い
難
い

27

「危険見つけてみんなで改善
　　　　意識高めて安全職場」

平
成
二
十
七
年
度
の
定
時
総
会
は
六
月
十
七
日
（
水
）
東
武
ホ
テ
ル
レ

バ
ン
ト
東
京
（
東
京
都
墨
田
区
錦
糸
一
丁
目
）
で
開
催
さ
れ
た
。

総
会
は
前
田
会
長
が
議
長
に
あ
た
り
議
事
の
審
議
に
入
り
、
平
成
二
十

六
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
決
算
報
告
、
並
び
に
平
成
二
十
七
年
度
事
業
計

画
案
及
び
同
収
支
予
算
案
が
承
認
さ
れ
た
。

引
き
続
き
、
第
52
回
ボ
イ
ラ
ー
溶
接

士
溶
接
技
能
競
技
全
国
大
会
・
第
46
回

ク
レ
ー
ン
運
転
及
び
玉
掛
け
技
能
競
技

全
国
大
会
及
び
安
全
管
理
優
良
表
彰

等
・
職
員
永
年
勤
続
の
表
彰
式
が
行
わ

れ
た
。

ク
レ
ー
ン
運
転
及
び
玉
掛
け

技
能
競
技
全
国
大
会

　
　
　優
勝
チ
ー
ム

　

　
　
　
　
　東
開
工
業
株
式
会
社
様

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士

溶
接
技
能
競
技
全
国
大
会

　日
本
精
機
株
式
会
社

　
　
　
　
　優
勝
者

　鈴
木
裕
樹
様

六
月
十
七
日

於 

東
武
ホ
テ
ル
レ
バ
ン
ト
東
京

平
成
二
十
七
年
度

6月23日

一般社団法人 東京都溶接協会

き

み

か
い

ぜ
ん
し
ょ
く
ば

い

し
き
た
か

あ
ん

ぜ
ん

け
ん

一
般
社
団
法
人
東
京
都
溶
接

協
会
の
平
成
二
十
七
年（
第
八

回
）定
時
総
会
は
、六
月
二
十

三
日
午
後
三
時
か
ら
東
京
都

江
東
区
亀
戸
一
丁
目
の
ア
ン

フ
ェ
リ
シ
オ
ン
で
行
わ
れ
た
。

総
会
は
横
田
会
長
を
議
長

に
選
出
し
て
議
事
の
審
議
に
入

り
、平
成
二
十
六
年
度
事
業
報

告
及
び
収
支
決
算
報
告
が
承

認
さ
れ
た
あ
と
平
成
二
十
七
年

度
事
業
計
画
案
と
収
支
予
算

案
を
上
程
し
満
場
一
致
で
承
認

さ
れ
た
。

総
会
に
引
き
続
き
、第
五
十

五
回
溶
接
技
術
競
技

会
の
表
彰
式
が
行
わ
れ

た
。横
田
大
会
会
長
の

挨
拶
に
続
き
、地
元
の

山
﨑
江
東
区
長
が
挨

拶
を
し
た
。大
久
保
審

査
委
員
長
の
審
査
講

評
の
あ
と
、表
彰
が
行

な
わ
れ
、入
賞
者
に
は

会
長
賞
、東
京
都
知
事

賞
、江
東
区
長
賞
、江

戸
川
区
長
賞
、ボ
イ
ラ・

ク
レ
ー
ン
安
全
協
会
長

賞
、東
部
地
区
検
定
委

員
長
賞
、日
刊
工
業
新

聞
社
賞
、産
報
出
版
賞
、

そ
し
て
各
部
門
の
上
位

（
三
位
ま
で
）入
賞
者
に

会
長
特
別
賞
が
贈
ら

れ
た
。

最
後
に
後
援
団
体

と
来
賓
を
代
表
し
て

江
東
区
の
谷
口
地
域

振
興
部
長
が
祝
辞
を

述
べ
た
。

そ
の
後
、
約
一
二
〇

名
に
よ
り
懇
親
会
が

開
か
れ
和
や
か
に
歓

談
し
た
。

アーク溶接の部
優勝

㈱日立プラントコンストラクション
赤田祐真さん

半自動アーク溶接の部
優勝

津覇車輛工業㈱
佐藤康弘さん

総会々場（円内は横田会長）

定
時
総
会
会
場

横田大会々長

７
月
１
日
▼
７
日  

全
国
安
全
週
間
危
険
見
つ
け
て
み
ん
な
で
改
善

　
　
　
　
　
　意
識
高
め
て
安
全
職
場



給付金名称

未支給失業等給付

就業手当

再就職手当

当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起
算して2年間を経過する日

受給資格者等が死亡した日の翌日から６カ月
以内

常用就職支度手当 安定した職に就いた日の翌日から起算して
2年を経過する日

安定した職に就いた日の翌日から起算して
１カ月以内

就業した日の翌日から起算して2年を経過す
る日

職安が定める就業した日の失業認定を行う日

移転の日の翌日から起算して2年を経過する
日

移転の日の翌日から起算して１カ月以内

１年を超えて引き続き雇用されることが確実
と認められる職業に就いた日の翌日から起算
して１カ月以内

1年を超えて引き続き雇用されることが確実
と認められる職業に就いた日の翌日から起算
して２年を経過する日

就業促進定着手当
再就職手当の支給にかかる就職日から起算し
て６カ月を超えて雇用された日の翌日から起
算して２カ月以内

再就職手当が支給される就職日の翌日から起
算して6カ月を超えて雇用された日の翌日か
ら起算して2年を経過する日

訓練を修了の上、資格取得等をし、一般被
保険者として雇用された日の翌日から起算し
て2年を経過する日

雇用保険施行規則上の申請期限 時効の起算および終点

移転費

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起
算して2年を経過する日

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起
算して10日以内広域求職活動費

受講終了日の翌日から起算して2年受講終了日の翌日から起算して１カ月以内

職安が通知する支給単位期間の末日の翌日
から起算して2年を経過する日

追加給付は、訓練を修了の上、資格取得等
をし、一般被保険者として雇用された日の翌
日から起算して１カ月以内

職安が通知する支給単位期間の末日の翌日
から起算して1カ月以内

支給単位期間の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

職安が定める教育訓練支援給付金について、
失業の認定を受けるべき日

一般教育訓練にかかる給付金

教育訓練支援給付金

支給対象月の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

支給対象月の初日から起算して４カ月以内高年齢雇用継続基本給付金

支給対象月の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

支給対象月の初日から起算して４カ月以内高年齢再就職給付金

支給単位期間の末日の翌日から起算して、
2年を経過する日

職安の通知する支給単位期間の初日から起算
して４カ月を経過する日の属する月の末日育児休業給付金

休業を終了した日の翌日から起算して、
2年を経過する日

休業を終了した日の翌日から起算して2カ月
を経過する日の属する月の末日介護休業給付金

専門実践教育訓練にかかる
教育訓練給付金
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雇用保険の給付金の申請期限の取り扱いが変更となります。
これまでは給付金毎に申請期限が定められており、この期限内でなければ給付金の申請ができない決まりになっておりまし
た。これが、本来の給付時効である２年以内であれば受給申請を受け付けるように取り扱いが変更となります。このため、こ
の取り扱いが始まる以前に申請期限が過ぎていたことを理由に受給が出来なかった給付金についても、受給が可能になる場合
があります。なお、年金等の他の制度とのあいだで給付調整が行われる給付金については、支給が決定したことにより、遡及
して既に給付された他の給付金について還付等の措置が求められることがあります。

各種給付金の申請期限と事項については次の通りとなります。

＜雇用保険の各種給付金の支給期限についての変更＞＜雇用保険の各種給付金の支給期限についての変更＞

状
況
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、

平
成
27
年
度
の
全
国
安
全
週

間
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て
は
、

安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る

職
場
づ
く
り
を
目
指
す
に
当
た

り
、職
場
を
あ
げ
て
危
険
個
所

を
発
見
し
、速
や
か
に
労
働
災

害
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を

通
じ
て
事
業
場
の
安
全
意
識
を

醸
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
い
う
観
点
か
ら
、以
下
の
通

り
と
す
る
。

　「
危
険
見
つ
け
て

　
　
　
　み
ん
な
で
改
善

意
識
高
め
て
安
全
職
場
」

こ
の
全
国
安
全
週
間
を
契

機
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
職
場

で
、労
働
災
害
防
止
の
重
要
性

を
認
識
し
、安
全
活
動
の
着
実

な
実
行
を
図
る
。

ご
安
全
に
！

労
働
災
害
を
防
止
す
る
た

め
、事
業
場
で
は
、労
使
が
協

調
し
て
、労
働
災
害
防
止
対
策

が
展
開
さ
れ
て
き
た
。こ
の
努

力
に
よ
り
、労
働
災
害
は
長
期

的
に
は
減
少
し
て
い
る
が
、平

成
26
年
上
半
期
は
労
働
災
害

が
大
幅
に
増
加
し
、８
月
に
緊

急
対
策
を
講
じ
た
も
の
の
、平

成
26
年
の
労
働
災
害
は
前
年

を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。こ

の
増
加
の
背
景
に
は
、消
費
税

増
税
前
の
駆
け
込
み
需
要
や

大
雪
の
影
響
の
ほ
か
、産
業
活

動
が
活
発
化
す
る
中
で
人
手

不
足
が
顕
在
化
し
、職
場
に
潜

む
危
険
要
因
を
察
知
で
き
る
だ

け
の
経
験
が
無
い
未
熟
練
労
働

者
が
増
え
て
い
る
こ
と
や
、企

業
の
安
全
管
理
体
制
の
ほ
こ
ろ

び
が
想
定
さ
れ
る
。ま
た
、重

篤
な
災
害
が
少
な
い
第
三
次
産

業
に
お
い
て
は
、安
全
に
対
す

る
意
識
が
十
分
と
は
言
い
難
い
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「危険見つけてみんなで改善
　　　　意識高めて安全職場」

平
成
二
十
七
年
度
の
定
時
総
会
は
六
月
十
七
日
（
水
）
東
武
ホ
テ
ル
レ

バ
ン
ト
東
京
（
東
京
都
墨
田
区
錦
糸
一
丁
目
）
で
開
催
さ
れ
た
。

総
会
は
前
田
会
長
が
議
長
に
あ
た
り
議
事
の
審
議
に
入
り
、
平
成
二
十

六
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
決
算
報
告
、
並
び
に
平
成
二
十
七
年
度
事
業
計

画
案
及
び
同
収
支
予
算
案
が
承
認
さ
れ
た
。

引
き
続
き
、
第
52
回
ボ
イ
ラ
ー
溶
接

士
溶
接
技
能
競
技
全
国
大
会
・
第
46
回

ク
レ
ー
ン
運
転
及
び
玉
掛
け
技
能
競
技

全
国
大
会
及
び
安
全
管
理
優
良
表
彰

等
・
職
員
永
年
勤
続
の
表
彰
式
が
行
わ

れ
た
。

ク
レ
ー
ン
運
転
及
び
玉
掛
け

技
能
競
技
全
国
大
会

　
　
　優
勝
チ
ー
ム

　

　
　
　
　
　東
開
工
業
株
式
会
社
様

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士

溶
接
技
能
競
技
全
国
大
会

　日
本
精
機
株
式
会
社

　
　
　
　
　優
勝
者

　鈴
木
裕
樹
様

六
月
十
七
日

於 

東
武
ホ
テ
ル
レ
バ
ン
ト
東
京

平
成
二
十
七
年
度

6月23日

一般社団法人 東京都溶接協会

き

み

か
い

ぜ
ん
し
ょ
く
ば

い

し
き
た
か

あ
ん

ぜ
ん

け
ん

一
般
社
団
法
人
東
京
都
溶
接

協
会
の
平
成
二
十
七
年（
第
八

回
）定
時
総
会
は
、六
月
二
十

三
日
午
後
三
時
か
ら
東
京
都

江
東
区
亀
戸
一
丁
目
の
ア
ン

フ
ェ
リ
シ
オ
ン
で
行
わ
れ
た
。

総
会
は
横
田
会
長
を
議
長

に
選
出
し
て
議
事
の
審
議
に
入

り
、平
成
二
十
六
年
度
事
業
報

告
及
び
収
支
決
算
報
告
が
承

認
さ
れ
た
あ
と
平
成
二
十
七
年

度
事
業
計
画
案
と
収
支
予
算

案
を
上
程
し
満
場
一
致
で
承
認

さ
れ
た
。

総
会
に
引
き
続
き
、第
五
十

五
回
溶
接
技
術
競
技

会
の
表
彰
式
が
行
わ
れ

た
。横
田
大
会
会
長
の

挨
拶
に
続
き
、地
元
の

山
﨑
江
東
区
長
が
挨

拶
を
し
た
。大
久
保
審

査
委
員
長
の
審
査
講

評
の
あ
と
、表
彰
が
行

な
わ
れ
、入
賞
者
に
は

会
長
賞
、東
京
都
知
事

賞
、江
東
区
長
賞
、江

戸
川
区
長
賞
、ボ
イ
ラ・

ク
レ
ー
ン
安
全
協
会
長

賞
、東
部
地
区
検
定
委

員
長
賞
、日
刊
工
業
新

聞
社
賞
、産
報
出
版
賞
、

そ
し
て
各
部
門
の
上
位

（
三
位
ま
で
）入
賞
者
に

会
長
特
別
賞
が
贈
ら

れ
た
。

最
後
に
後
援
団
体

と
来
賓
を
代
表
し
て

江
東
区
の
谷
口
地
域

振
興
部
長
が
祝
辞
を

述
べ
た
。

そ
の
後
、
約
一
二
〇

名
に
よ
り
懇
親
会
が

開
か
れ
和
や
か
に
歓

談
し
た
。

アーク溶接の部
優勝

㈱日立プラントコンストラクション
赤田祐真さん

半自動アーク溶接の部
優勝

津覇車輛工業㈱
佐藤康弘さん

総会々場（円内は横田会長）

定
時
総
会
会
場

横田大会々長

７
月
１
日
▼
７
日  

全
国
安
全
週
間
危
険
見
つ
け
て
み
ん
な
で
改
善

　
　
　
　
　
　意
識
高
め
て
安
全
職
場
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「移動式クレーン定期自主検査者安全教育」
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10,597

30 水9

神奈川

東 京

事務所 7月 8月 9月 8月 9月7月講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

玉
掛
け
技
能
講
習

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

神奈川

東 京

事務所講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

日
時・会
場

○
八
月
二
十
二
日（
土
）

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
八
月
三
十
日（
日
）

多
摩
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
九
月
五
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
九
月
六
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
月
三
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
月
四
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
八
月
二
十
三
日（
日
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン

タ
ー

実
技
＝
八
月
三
十
日（
日
）午
前

八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時
三

十
分
、
会
場
は
学
科
講
習
会

場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料
　
一
四
、〇
〇
〇
円

　
テ
キ
ス
ト
代
　
六
〇
〇
円

2015

※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
七
月
二
十
一
日（
火
）午

前
九
時
〜
午
後
五
時
、
二
十

二
日（
水
）午
前
九
時
〜
午
後

〇
時
、
江
東
区
大
島
三―

一

―

十
一
、産
学
協
同
セ
ン
タ
ー

実
技
＝
七
月
二
十
二
日（
水
）午

後
一
時
〜
午
後
五
時
、
二
十

三
日（
木
）午
前
九
時
〜
午
後

五
時
、
会
場
は
学
科
講
習
会

場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料

　
　
　
会
員
　
二
〇
、七
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
二
四
、七
〇
〇
円

　
　
学
科
の
み

会
員
　
一
〇
、五
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
一
一
、五
〇
〇
円

一
、
日
時・会
場

十
二
月
八
日（
火
）午
前
九
時

〜
午
後
五
時
、
江
東
区
大
島

三―

一―

十
一
、
産
学
協
同

セ
ン
タ
ー

二
、
受
講
料

　
会
員
　一
三
、六
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　一
四
、六
〇
〇
円
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神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212
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歴史好きには幕末期に吉田松陰が主宰し、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文など多くの逸材を輩出した「松下村塾」。匠の技
に心をひかれる方には清流錦川に架かる五連の名橋「錦帯橋」。木と木の組合せに支えられ、巻金とかすがいが使われている。
大自然系なら「秋吉台」、「秋芳洞」。県内各地にたくさんの見どころがあり、観光スポットの宝庫です。

山口県の観光スポット 落合民生氏撮影

松下村塾松下村塾

錦帯橋錦帯橋

高杉晋作像高杉晋作像

（カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

１
日
▼
全
国
安
全
週
間（
〜
７
日
）

国
民
安
全
の
日

富
士
山
開
き

博
多
祇
園
山
笠（
〜
15
日
）

第
22
回

東
京
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア

（
〜
４
日
東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ
ト
）

４
日
▽
米
国
独
立
記
念
日

５
日
▽
栄
西
禅
師
忌

６
日
▽
東
京
入
谷
朝
顔
市（
〜
８
日
）

７
日
▽
小
暑

七
夕

成
田
不
動
尊
祇
園
会

９
日
▽
東
京
浅
草
観
音
ほ
お
ず
き
市

鴎
外
忌

10
日
▽
佐
原
祇
園
祭（
12
日
ま
で
）

13
日
▽
ぼ
ん
迎
え
火

東
京
靖
国
神
社
み
た
ま
祭

15
日
▽
ぼ
ん

16
日
▽
ぼ
ん
送
り
火

国
土
交
通
デ
ー

17
日
▽
京
都
八
坂
神
社
祇
園
祭

小
倉
祇
園
太
鼓（
19
日
ま
で
）

18
日
▽
勤
労
青
少
年
の
日

20
日
▽
海
の
日

23
日
▽
大
暑

25
日
▽
大
阪
天
満
天
神
祭

相
馬
野
馬
追
大
祭

（
27
日
ま
で
）

31
日
▽
芦
ノ
湖
湖
水
祭

大
阪
住
吉
祭

（消費税込み・テキスト代・問題集を含む）

（消費税込み・テキスト代含む）

東京事務所　教育課


